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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気体が流出入する流出入部を有するハウジングと、
　前記ハウジング内に配置され、気圧を検出する気圧センサと、
　情報を処理する処理部と、を有し、
　前記ハウジングは、一部に設けられた孔に防水通気性素材が備えられた構成である前記
流出入部を有するとともに、前記一部以外の他部分が可撓性または伸縮性または弾力性を
有する素材によってパッキングが施されて構成され、
　前記処理部は、前記気圧センサの出力の値と前記気圧センサの出力の値の移動平均値と
の差を算出し、前記差が第一の閾値を越えてから第二の閾値を下回るまでの時間を、ユー
ザにより押圧されている状態と検知する、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記処理部は、前記気圧センサが検出した前記ハウジング内の気圧の変化に基づいて、
ユーザが被検知物を離したことを検知する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　タッチパネルをさらに備え、
　前記処理部は、前記気圧センサが検知する前記ハウジング内の気圧の変化の大きさに基
づいて前記タッチパネルの感度を変える、請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
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　前記処理部は、前記タッチパネル上に設定された印を前記ユーザがなぞる順番と印を押
す強さとを対応付けたパターンを保持し、前記タッチパネルが検出する被検知物の位置と
前記気圧センサが検知する気圧の変化に基づいて、前記パターンと一致する操作を検出し
た場合に、前記情報処理装置の画面のロックを解除する、請求項３に記載の情報処理装置
。
【請求項５】
　指紋センサをさらに備え、
　前記処理部は、前記気圧センサが検出する気圧の変化に基づいてユーザからの押圧が検
知された場合、前記指紋センサを用いた指紋の認識を行う、請求項１～４のいずれか一項
に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記処理部は、前記気圧センサが検知する気圧の変化に応じてアプリケーション内での
操作を変える、請求項１～５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記処理部は、前記気圧センサが検知する気圧の変化の大きさに基づいて入力される文
字を変える、請求項１～６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記処理部は、前記気圧センサが検出する気圧の変化に基づくユーザからの押圧を機械
学習を用いて認識する、請求項１～７のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット等に接続できる携帯端末が普及している。携帯端末の多くは、ユ
ーザが携帯端末に備えられている操作部を操作することによって様々な動作を行うことが
できるように構成されている。携帯端末に備えられている操作部は多様であり、携帯端末
は種々のキーまたはセンサからの信号に基づいてユーザからの操作を検知する。
【０００３】
　特許文献１には、気圧センサを備えた携帯端末が開示されている。特許文献１に開示さ
れている携帯端末は気密性を有するハウジングを有し、当該ハウジング内に気圧センサが
配置されている。気圧センサはハウジング内の気圧の変化量を検出し、携帯端末は検出さ
れた気圧の変化量に基づいて表示部の表示を変更する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－６９２２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した特許文献１に開示された携帯端末では、気圧センサは気密性を有するハウジン
グ内に配置される。気密性を有するハウジングでは気体の流出入が無いため、特許文献１
に開示された気圧センサは、外気圧を計測することができない。よって、外気圧を計測す
るためには、他の気圧センサがハウジング外に配置される。
【０００６】
　そこで本開示では、ハウジング内の気圧を検出でき、また外気圧も検出できる気圧セン
サを備える、新規かつ改良された情報処理装置が提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本開示によれば、気体が流出入する流出入部を有するハウジングと、前記ハウジング内
に配置され、気圧を検出する気圧センサと、情報を処理する処理部と、を有し、前記処理
部は前記気圧センサが検出した前記ハウジング内の気圧の変化に基づいて、ユーザからの
押圧を検知する、情報処理装置が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　以上説明したように本開示によれば、気圧センサは、ハウジング内の気圧を検出でき、
また外気圧も検出できる。
【０００９】
　なお、上記の効果は必ずしも限定されず、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が
奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本開示の携帯端末の外観の一例を示す図である。
【図２】図２は、本開示の携帯端末の外観の一例を示す図である。
【図３】図３は、本開示の携帯端末の内部構造の概略を示す図である。
【図４】図４は、本開示の携帯端末の構成の一例を示すブロック図である。
【図５】図５は、本開示の携帯端末に備えられる気圧センサが出力する出力値の一例を示
す図である。
【図６】図６は、本開示の携帯端末に備えられる気圧センサの出力値の処理方法の一例を
示す図である。
【図７】図７は、ユーザの押圧による気圧の変化とその他の動作による気圧の変化との比
較を示す図である。
【図８】図８は、気圧センサの出力値に基づいて処理部が検知する気圧の変化を用いてタ
ッチパネルの感度を変化させる処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】図９は、気圧センサの出力値に基づいて処理部が検知する気圧の変化を用いた操
作パターンの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１２】
　なお、説明は以下の順序で行う。
　１．携帯端末の構成
　２．気圧センサが出力する出力値の例および出力値の処理例
　３．応用例
　４．補足
　５．むすび
【００１３】
　＜１．携帯端末の構成＞
　図１および図２は、本開示の携帯端末１００の外観の一例を示す図である。本開示の携
帯端末１００は、例えば通話機能を有する携帯電話であってもよい。特に本開示の携帯端
末１００は、複数のアプリケーションを実行できるスマートフォンであってもよい。スマ
ートフォンは、様々なアプリケーションを備えており、備えられるアプリケーションは、
例えばメール、カメラ、ブラウザ、地図表示、音楽再生、動画再生、ショートメッセージ
などがある。また、近年のスマートフォンでは、ゲームなどの複雑な処理が必要なアプリ
ケーションがスマートフォンに備えられている。なお、本開示の携帯端末１００は、情報
を処理する情報処理装置の一例である。
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【００１４】
　図１は、本開示の携帯端末１００の前面を示す図である。また、図２は、本開示の携帯
端末１００の背面を示す図である。本開示の携帯端末１００はハウジング１０２を備えて
おり、ハウジング１０２は、前面部１０２ａと、上面部１０２ｂと、側面部１０２ｃ、１
０２ｄと、下面部１０２ｅと、背面部１０２ｆから構成される。ハウジング１０２の各部
は、一体成型されていてもよく、また各部の境目にゴムなどの可撓性または伸縮性または
弾力性を有する素材によってパッキングが施されて結合されてもよい。なお、ハウジング
１０２は、後述するように制限された気体の流出入がある気体流出入部を備える。
【００１５】
　また、本開示の携帯端末１００は、図１に示されるように、近接センサ１０４と、イン
カメラ１０６と、スピーカ１０８と、ハードキー１１０と、ディスプレイ１１２と、指紋
センサ１１４とを備える。
【００１６】
　近接センサ１０４は、例えば、赤外線、超音波または電磁波を使用して検知対象物を検
知してもよい。また、近接センサ１０４は、電磁誘導による渦電流の変化または検知対象
物が近づくことによる静電容量の変化などを利用して検知対象物を検知してもよい。
【００１７】
　インカメラ１０６は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ－Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）または
ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ）などの撮像素子を備えている。インカメラ１０６は、例えば、ユーザが自分の
顔を撮像するときに使用される。
【００１８】
　スピーカ１０８は、音声を出力するために用いられる。スピーカ１０８は、例えば携帯
端末１００の通話機能が使用されるときに、相手の音声を出力するために用いられる。ま
た、スピーカ１０８は、音楽再生が行われる際に、音声を出力するために用いられる。
【００１９】
　ハードキー１１０は、例えば電源スイッチまたは上下キーなどが含まれる。ユーザは、
例えば電源スイッチを所定の時間長押しすることによって、携帯端末１００の電源をＯＦ
Ｆにすることができる。また、ユーザは上下キーを操作することによって、携帯端末１０
０で動作しているアプリケーションに対して所定の操作を行うことができる。
【００２０】
　ディスプレイ１１２は、画像を表示するために用いられる。ディスプレイ１１２は液晶
ディスプレイであってもよく、また有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃ
ｅ）ディスプレイであってもよい。ディスプレイ１１２には後述するようにタッチパネル
が備えられてもよい。
【００２１】
　指紋センサ１１４は、ユーザの指紋を認識するために用いられる。例えば携帯端末１０
０は、指紋センサ１１４が認識した指紋に基づいて、携帯端末１００のロックを解除して
もよい。指紋センサ１１４は電極を備え、当該電極にユーザの指が置かれたときの電荷の
変化を検出することによって、指紋センサ１１４は指紋を認識する。
【００２２】
　また、携帯端末１００は、図２に示されるように、アウトカメラ１１６を備える。アウ
トカメラ１１６はインカメラ１０６と同様にＣＣＤまたはＣＭＯＳの撮像素子を備える。
また、アウトカメラ１１６はインカメラ１０６と比べて撮像画素数が大きい。よって、ア
ウトカメラ１１６は風景などの広範囲な画像を撮像するときに用いられる。
【００２３】
　以上では、携帯端末１００の外観および外部に備えられる各部について説明された。以
下では、携帯端末１００の内部構造について説明される。図３は、携帯端末１００の内部
構造を示す図である。なお、図３は、図１の線Ｌにおける断面図である。
【００２４】
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　図３で示されるように、携帯端末１００はさらに気圧センサ１１８と、回路基板１２０
と、透明パネル１２２と、気体流出入部１２４を備える。気圧センサ１１８は、ハウジン
グ１０２内に配置される回路基板１２０上に設置される。また透明パネル１２２は、指紋
センサ１１４上に設置される。またディスプレイ１１２は、両面テープなどでハウジング
１０２に取り付けられる。
【００２５】
　ここでハウジング１０２内の気体の流出入について説明される。上述したようにハウジ
ング１０２は一体成型される、またはハウジング１０２の各部はゴムなどを用いて隙間が
できないように結合される。また上述したようにディスプレイ１１２は、両面テープなど
でハウジング１０２に取り付けられるため、ハウジング１０２とディスプレイ１１２の間
にも隙間は生じない。よって、ハウジング１０２内の気体は、図３の矢印で示されるよう
に気体流出入部１２４を通して流出入する。
【００２６】
　気体流出入部１２４は、例えばハウジング１０２の一部に設けられた孔に防水通気性素
材が備えられる構成であってもよい。また気体流出入部１２４は、小さい孔が設けられて
いるだけでもよい。つまり気体流出入部１２４は、ハウジング１０２内部に対して制限さ
れた気体の流出入がある状態を構成できればよい。なお、気体流出入部１２４に防水通気
性素材が用いられる場合は、ハウジング１０２内に空気の流入があり、液体の流入が無い
状態が構成される。これによって、携帯端末１００の防水性が達成され、かつ気圧センサ
１１８による外気圧の検出が可能になる。
【００２７】
　図３において気体流出入部１２４は、ハウジング１０２の下面部１０２ｅの一部に形成
されている。しかし、気体流出入部１２４が形成される位置は図示されている位置に限定
されない。また、指紋センサ１１４が配置される位置および気圧センサ１１８が配置され
る位置についても図示される位置には限定されない。以上説明したように、本開示の携帯
端末１００では、気体流出入部１２４を通してハウジング１０２内への気体の流出入があ
るので、気圧センサ１１８は外気圧とハウジング１０２内の気圧を検出できる。
【００２８】
　以上では、携帯端末１００の内部構造について説明された。以下では、携帯端末１００
の構成について説明される。図４は、携帯端末１００の構成を示すブロック図である。図
４に示されるように、携帯端末１００は、さらにマイクロフォン１２６と、処理部１２８
と、タッチパネル１３０と、通信部１３２と、バッテリ１３４を備える。
【００２９】
　マイクロフォン１２６は、通話などにおいて音声を受音するために用いられる。処理部
１２８は、携帯端末１００の各部と協働して情報を処理する。例えば処理部１２８は、イ
ンカメラ１０６およびアウトカメラ１１６から入力される画像情報を処理する。また、処
理部１２８は、気圧センサ１１８が検出したハウジング１０２内の気圧に基づいてユーザ
からの押圧を検知する。また、処理部１２８は、タッチパネル１３０からユーザが操作し
た情報を受け取り、当該情報を処理する。
【００３０】
　タッチパネル１３０は、ディスプレイ１１２に取り付けられてもよく、またディスプレ
イ１１２に組み込まれてもよい（例えばインセル型タッチパネル）。ユーザはタッチパネ
ル１３０を用いて、携帯端末１００に対して様々な操作を行うことができる。例えばユー
ザは、タッチパネル１３０を押圧することによって、ディスプレイ１１２に表示されてい
る表示物を選択できる。
【００３１】
　また、通信部１３２は、他の装置と通信するために用いられる。例えば通信部１３２が
移動体ネットワークの基地局と通信することによって、携帯端末１００は携帯電話網また
はインターネットなどに接続される。通信部１３２は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）などの３ＧＰＰで策定された無線通信用インターフェイスであっても
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よい。また、通信部１３２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などの近距離無線通信用
インターフェイスであってもよい。また、バッテリ１３４は、各部に電源を供給し、充電
可能に構成される。
【００３２】
　＜２．気圧センサが出力する出力値の例および出力値の処理例＞
　以上では、携帯端末１００の構造について説明された。以下では、気圧センサ１１８が
出力する出力値および出力値の処理例について説明される。図５は、気圧センサ１１８が
出力する出力値の一例を示す図である。図５の「１」で示される区間の変化は、ユーザが
指などで携帯端末１００のハウジング１０２の前面部１０２ａまたはディスプレイ１１２
などの携帯端末の一部を押したときのハウジング１０２内の気圧の変化である。なお、指
は被検知物の一例であり、被検知物には、タッチペン等も含まれる。
【００３３】
　このとき、携帯端末１００の一部が歪むことにより、ハウジング１０２内の体積が減少
する。またこのとき、ハウジング１０２内の気体（空気）は気体流出入部１２４から流出
する。しかし、気体流出入部１２４からの気体の流出は制限されているので、ユーザが携
帯端末１００の一部を押圧することによるハウジング１０２の体積の減少に気体の流出が
追い付かず、ハウジング１０２内の気体は圧縮される。そしてハウジング１０２内の気圧
が高まり、処理部１２８は気圧センサ１１８の出力値に基づいてその気圧の変化を検知す
る。
【００３４】
　図５の「２」で示される区間の変化は、ユーザが指などで携帯端末１００のハウジング
１０２の前面部１０２ａまたはディスプレイ１１２などの携帯端末の一部を押した状態を
維持したときのハウジング１０２内の気圧の変化である。このとき、ハウジング１０２内
の体積は「１」の区間のときと同じ体積である。しかし、ハウジング１０２内の気体は、
気体流出入部１２４を通して流出し続けるので、ハウジング１０２内の気圧は、徐々に減
少していく。そして気体流出入部１２４からの気体の流出は、ハウジング１０２内の気圧
が外気圧と同じになったときに止まる。
【００３５】
　図５の「３」で示される区間の変化は、ユーザが指などを携帯端末から離したときのハ
ウジング１０２内の気圧の変化である。このとき、携帯端末１００の形状は元に戻り、ハ
ウジング１０２内の体積も元に戻る。しかし、気体流出入部１２４からの気体の流入は制
限されているので、携帯端末１００の形状が元に戻ることによるハウジング１０２の体積
の増加に気体の流入が追い付かず、ハウジング１０２内の気体は膨張する。そしてハウジ
ング１０２内の気圧は低くなり、処理部１２８は気圧センサ１１８の出力値に基づいてそ
の気圧の変化を検知する。そして、図５の「４」で示される区間において、気体が気体流
出入部１２４から流入するので、ハウジング１０２内の気圧は元の気圧に戻る。つまりハ
ウジング１０２内の気圧は外気圧と同じになる。
【００３６】
　以上では、気圧センサ１１８が出力する出力値について説明された。以下では、気圧セ
ンサ１１８が出力する出力値の処理例が説明される。上述したように本開示の携帯端末１
００においては、気体流出入部１２４を介したハウジング１０２への制限された気体の流
出入がある。ハウジング１０２への気体の流出入があるので、ユーザが携帯端末１００の
一部を押していない（つまり携帯端末１００の形状が歪んでいない）状態では、ハウジン
グ１０２内の気圧は外気圧と同じになっている。よって、例えば携帯端末１００が高度の
高い場所にあれば、ハウジング１０２内の気圧は外気圧と同様に低くなる。
【００３７】
　ハウジング１０２内の気圧は外気圧に応じて変化するので、気圧センサ１１８の出力値
がそのままユーザが携帯端末１００を押したことの判定に用いられた場合、外気圧の変化
に応じた不具合が生じる可能性がある。例えば、気圧センサ１１８で検出される気圧が一
定の閾値を超えたときに、処理部１２８がユーザにより携帯端末１００の一部が押された
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と判定する場合を考える。この場合、外気圧が低いときにユーザが強く携帯端末１００を
押さなければ、処理部１２８はユーザが携帯端末１００を押したと判定できない。
【００３８】
　この不具合を防ぐため、本開示の携帯端末１００では、気圧センサ１１８が出力する出
力値と気圧センサ１１８が出力する出力値の移動平均値との差が利用される。移動平均値
は気圧センサ１１８の出力値から少し遅れて平滑化されて追随する。つまり気圧センサ１
１８の出力値と出力値の移動平均値との差は、現在の気圧センサ１１８の出力値と少し遅
れて平滑化された出力値の差なので、高度の高低（外気圧の高低）の影響は除去される。
【００３９】
　図６は、上述した気圧センサ１１８の出力値の処理例が示される図である。図６の左図
において実線Ｌ１で示される線は、気圧センサ１１８が出力する出力値を示す線である。
そして、図６の左図において破線Ｌ２で示される線は、気圧センサ１１８が出力する出力
値にローパスフィルタをかけることによって算出された移動平均値を示す線である。
【００４０】
　ここで、処理部１２８は、破線Ｌ２で示される気圧センサ１１８が出力する出力値の移
動平均値を以下の式に基づいて算出する。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　ここで、ｋは０～１．０の間で変化してもよい。次に処理部１２８は、Ｌ１で示される
気圧センサ１１８の出力値と破線Ｌ２で示される気圧センサ１１８の出力値の移動平均値
との差を算出する。図６の右図において、点線Ｌ３で示される線は、図６の左図のＬ１で
示される気圧センサ１１８の出力値と破線Ｌ２で示される気圧センサ１１８の出力値の移
動平均値との差を示す線である。なお、図６の右図で示されるグラフは図６の左図に対し
て気圧の値を示す縦軸が拡大されて表示されている。
【００４３】
　また、図６の右図において「Ｔ１」および「Ｔ２」の線で示されるように所定の閾値が
設定される。ここで、点線Ｌ３で示される線が閾値Ｔ１を超えたときに、処理部１２８は
ユーザが携帯端末１００の一部を押したと判定する。また、点線Ｌ３で示される線が閾値
Ｔ２を下回ったときに、処理部１２８はユーザが携帯端末１００の一部を離したと判定す
る。
【００４４】
　なお、上述した処理を行うことによって、ユーザが携帯端末１００の一部を押した場合
と、携帯端末１００が鞄などの中に収納されているときに携帯端末１００が振動によって
他の物体に衝突した場合と、が判別される。
【００４５】
　図７は、ユーザが携帯端末１００を押した場合（左図）のハウジング１０２内の気圧の
変化と、携帯端末１００が鞄の中などで他の物体に衝突する場合（右図）のハウジング１
０２内の気圧の変化が比較された図である。なお、図７の左図および右図のグラフは、共
に図６を用いて説明された処理が行われた後の気圧センサ１１８の出力値である。
【００４６】
　図７の左図と右図のグラフを比較すると、ユーザが携帯端末１００を押したときに出力
される出力値（左図）の方が、携帯端末１００が鞄の中などで他の物体に衝突したときに
出力される出力値（右図）よりも変化が大きいことがわかる。これにより、図６または図
７において示されるように、適切な値が閾値として設定されることによって、誤判定が減
少される。
【００４７】
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　＜３．応用例＞
　以上では、本開示の携帯端末１００の構造および本開示の携帯端末１００に備えられる
気圧センサ１１８の出力値の例および出力値の処理例について説明された。以下では、上
述した気圧センサ１１８の出力値に基づいて処理部１２８が検知するハウジング１０２内
の気圧の変化を利用した応用例について説明される。
【００４８】
　（第１の応用例）
　本開示の技術は、携帯端末１００をスリープ状態から起動させる起動信号を発生させる
ために応用されてもよい。つまり、ユーザが携帯端末１００の一部を押すことによって、
気圧センサ１１８の出力値に基づいて処理部１２８はハウジング１０２内の気圧の変化を
検知し、処理部１２８は起動信号を生成する。よって、例えば図１および図３で示された
ように携帯端末１００が指紋センサ１１４を備えている場合、ユーザは指紋センサ１１４
上で携帯端末１００を押すことによって携帯端末１００を起動させ、ユーザは指紋センサ
１１４を用いた指紋認証を行うことができる。つまりユーザは他の操作部を操作して携帯
端末１００をスリープ状態から起動させることなく、指紋センサ１１４を押すことによっ
て、一つの動作で容易に携帯端末１００の起動と指紋認証とを行うことができる。
【００４９】
　（第２の応用例）
　また、本開示の技術は、携帯端末１００に備えられているタッチパネル１３０の感度を
調整するために応用されてもよい。人の指が乾燥している場合またはユーザが手袋を着用
している場合、通常タッチパネル１３０の反応が悪くなる。一般的にユーザは、タッチパ
ネル１３０の反応が悪くなると画面（つまりタッチパネル１３０）を強く押す。よって本
開示の携帯端末１００は、図６で説明された気圧センサ１１８の出力値と移動平均値との
差に基づくハウジング１０２内の気圧の変化が大きくなれば、処理部１２８はタッチパネ
ル１３０の感度を上げる処理を行う。
【００５０】
　図８は、上述した処理を示すフロー図である。最初にＳ１００において、処理部１２８
は、気圧センサ１１８の出力値に基づくハウジング１０２内の気圧の変化が所定の閾値以
上であるか否かの判定を行う。Ｓ１００において、気圧センサ１１８の出力値に基づくハ
ウジング１０２内の気圧の変化が所定の閾値を上回らない場合、処理はＳ１００の判定を
繰り返す。
【００５１】
　Ｓ１００において、処理部１２８が、気圧センサ１１８の出力値に基づくハウジング１
０２内の気圧の変化が所定の閾値以上であると判定した場合、処理はＳ１０２に進む。気
圧センサ１１８の出力値に基づくハウジング１０２内の気圧の変化が所定の閾値以上であ
るということは、タッチパネル１３０の反応が悪いためユーザが画面を強く押しているこ
とを意味する。よって処理部１２８は、Ｓ１０２において、タッチパネル１３０の感度を
上げる。
【００５２】
　次に処理はＳ１０４に進み、処理部１２８は、タッチパネル１３０の操作を検出したか
否かを判定する。Ｓ１０４において、処理部１２８がタッチパネル１３０の操作を検出し
た場合、処理は終了する。しかし、Ｓ１０４において、処理部１２８がタッチパネル１３
０の操作を検出しない場合、処理はＳ１０６に進む。
【００５３】
　Ｓ１０６において処理部１２８は、タッチパネル１３０の感度を初期値に戻す。そして
処理はＳ１００に戻り、Ｓ１００において再度処理部１２８が、気圧センサ１１８の出力
値に基づくハウジング１０２内の気圧の変化が所定の閾値以上であると判定すると、処理
は再度Ｓ１０２に進む。Ｓ１０２において、処理部１２８は、タッチパネル１３０の感度
を前回設定したタッチパネル１３０の感度よりも高く設定する。
【００５４】
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　そして処理はＳ１０４に進み、処理部１２８は、タッチパネル１３０の操作を検出した
か否かを判定する。Ｓ１０４において、処理部１２８がタッチパネル１３０の操作を検出
した場合、処理は終了する。しかし、Ｓ１０４において、再度処理部１２８がタッチパネ
ル１３０の操作を検出しない場合、処理はＳ１０６に進み、Ｓ１００～Ｓ１０６の処理を
繰り返す。
【００５５】
　上述したように、気圧センサ１１８の出力値に基づくハウジング１０２内の気圧の変化
を利用してタッチパネル１３０の感度が調整されることによって、ユーザは適度な力でタ
ッチパネル１３０を用いた操作を行うことができる。なお、上述した例では、判定に用い
られる値として図６で説明された気圧センサ１１８の出力値と移動平均値との差が用いら
れた。しかし、気圧センサ１１８の出力値そのものに基づくハウジング１０２内の気圧の
変化が判定に用いられてもよい。
【００５６】
　（第３の応用例）
　携帯端末１００では、ユーザは所定の動作を行うための操作パターンを設定し、ユーザ
が設定された所定の操作パターンを再現することによって、所定の動作が行われるモード
が存在する。ここで、所定の動作とは、例えば画面のロックを解除する操作パターンがあ
る。
【００５７】
　図９は、画面のロックを解除する操作パターンに本開示の技術を適用した応用例につい
て示された図である。画面のロックを解除する際、例えばユーザは、ディスプレイ１１２
に表示された９つの印をなぞる順番を設定することによって、操作パターンを設定できる
。本開示では、印をなぞる順番に加えて、印を押す強さが設定される。
【００５８】
　例えば、図９に示されるように、操作パターンがＰ１からＰ５の順番に印をなぞるよう
に設定される場合、さらにＰ１からＰ５の印を押す強さも設定される。図９では、ユーザ
は、Ｐ１において強度「１」で印を押し、Ｐ２において強度「３」で印を押し、Ｐ３にお
いて強度「１」で印を押し、Ｐ４において強度「２」で印を押し、Ｐ５において強度「３
」で印を押す。
【００５９】
　なお、上述した例では、ユーザが画面を押す強度は３段階で示された。しかし強度は３
段階に限られず、１段階（つまり押すか押さないか）であってもよく、３段階より多くて
もよい。
【００６０】
　このように印をなぞる順番に加えて印を押す強さが設定されることにより、ユーザはよ
り操作パターンを複雑に設定することができる。これは携帯端末１００におけるロック画
面解除などのセキュリティに関する動作に関して非常に有効である。特に、印をなぞる順
番は、外部から他人が見ることによって、操作パターンが認識されてしまうおそれがある
。一方、印を押す強さは、外部から他人が認識することが困難であるので、よりセキュリ
ティが高められる。
【００６１】
　（その他の応用例）
　本開示の技術は、携帯端末１００における文字入力に応用されてもよい。例えば、ユー
ザが文字を入力するときに、ユーザが携帯端末１００の一部を押すことによって大文字が
入力されてもよい。これによって、ユーザは文字入力の切り替えを行うことなく、容易に
文字の入力ができる。またこれによって、例えばユーザがパスワードなどを入力する場合
、よりセキュリティを高めることができる。なお、表示される文字は小文字のままであり
、入力される文字は大文字であってもよい。これによってよりセキュリティが高められる
。なお、上述した例は、小文字と大文字が切り替えられる例であったがこれに限られない
。例えば英字と数字が切り替えられてもよい。つまり、ユーザが携帯端末１００を押すこ
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とによって、入力される文字が切り替えられる。
【００６２】
　また、本開示の技術は携帯端末１００のアプリケーション内での操作に応用されてもよ
い。例えば、カメラのアプリケーションにおいて、ユーザが携帯端末１００を押すと、静
止画撮影と動画撮影との間でモードが切り替えられる。
【００６３】
　また、音楽再生アプリケーションにおいて、ユーザが携帯端末１００を押すと、音楽再
生が停止される。また、ユーザが携帯端末１００を押し続けると、音楽再生が早送りされ
てもよい。また、ゲームアプリケーションにおいて、ユーザが携帯端末１００を押す強さ
に応じてキャラクターの動きが変更されてもよい。例えば、ユーザが携帯端末１００を押
す強さが、ゲームアプリケーションのキャラクターがジャンプする高さに変換されてもよ
い。
【００６４】
　また、携帯端末１００が存在する高度に応じたモードの変更に本開示の技術は応用され
てもよい。上述したように本開示の携帯端末１００は、気圧センサ１１８によって外気圧
を検出できる。よって、外気圧が低い（つまり高度が高い）場所と外気圧が高い（つまり
高度が低い場所）とで、モードが変更されてもよい。例えば、高度が高い場所では、ユー
ザは広角モードで写真撮影を行うことが多い（広い景色を撮影するため）ため、気圧セン
サ１１８が検出する気圧が低い場合、広角モードに切り替わってもよい。また、気圧セン
サ１１８が検知する気圧が低くなり、飛行中であると判定される場合は、モードは機内モ
ードに変更されてもよい。
【００６５】
　＜４．補足＞
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属する。
【００６６】
　例えば、気圧センサ１１８の出力値に基づいて処理部１２８が検知するユーザの押圧の
検知は、機械学習が用いられてもよい。これによってさらに誤検出を防ぐことができる。
これは、気体流出入部１２４が劣化し、ハウジング１０２内への気体の流出入に変化が生
じたときに有効である。また、機械学習によって、携帯端末１００の個体差による誤検出
が軽減される。なお、機械学習に用いられるユーザの押圧の正否は、押圧の判断が正しか
ったのかをユーザからのフィードバックによって判断することによって行われてもよく、
また処理部１２８が何らかの操作信号を検知したことに基づいて行われてもよい。
【００６７】
　なお、携帯端末１００は、腕時計型またはリストバンド型のウェアラブル端末であって
もよい。このような小型端末では、携帯端末１００の内部に部品が配置されるための体積
が少ない。よって本開示の携帯端末１００のように、外気圧とハウジング内の気圧が一つ
の気圧センサ１１８で検出されることは、部品点数が減少されるため非常に有用である。
【００６８】
　また、処理部１２８を上述したように動作させるためのコンピュータプログラムが提供
されてもよい。また、このようなプログラムが記憶された記憶媒体が提供されてもよい。
【００６９】
　＜５．むすび＞
　以上説明したように、本開示の携帯端末１００では、気圧センサ１１８が検出するハウ
ジング１０２内の気圧に基づいて、ユーザの押圧が検知される。また、本開示の携帯端末
１００では気体流出入部１２４を介したハウジング１０２内への気体の流出入が可能であ
る。よって、ユーザからの押圧を検知するとともに、本開示の携帯端末１００は外気圧を
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検知することができる。これによって、タッチパネル１３０の感度の調整、アプリケーシ
ョン内での操作の切り替えなどが容易に行われる。
【００７０】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで例示であって限定的ではない。つまり、
本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載
から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【００７１】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　気体が流出入する流出入部を有するハウジングと、
　前記ハウジング内に配置され、気圧を検出する気圧センサと、
　情報を処理する処理部と、を有し、
　前記処理部は前記気圧センサが検出した前記ハウジング内の気圧の変化に基づいて、ユ
ーザからの押圧を検知する、
　情報処理装置。
（２）
　前記流出入部は、気体の流出入を制限する制限部材を有する、前記（１）に記載の情報
処理装置。
（３）
　前記処理部は、前記気圧センサが検出した前記ハウジング内の気圧の変化に基づいて、
ユーザが被検知物を離したことを検知する、前記（１）または（２）に記載の情報処理装
置。
（４）
　前記処理部は、前記気圧センサの出力の値と前記気圧センサの出力の値の移動平均値と
の差を前記気圧の変化の量として算出し、
　前記処理部は、前記算出された前記気圧の変化の量と閾値との比較に基づいて前記ユー
ザからの押圧を検知する、前記（１）から（３）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（５）
　タッチパネルをさらに備え、
　前記処理部は、前記気圧センサが検知する前記ハウジング内の気圧の変化の大きさに基
づいて前記タッチパネルの感度を変える、前記（１）から（４）のいずれか１項に記載の
情報処理装置。
（６）
　前記処理部は、前記タッチパネルが検出する被検知物の位置と前記気圧センサが検知す
る気圧の変化に基づいて所定の動作を行うためのパターンを認識する、前記（５）に記載
の情報処理装置。
（７）
　指紋センサをさらに備え、
　前記処理部は、前記気圧センサが検出する気圧の変化に基づいてユーザからの押圧が検
知された場合、前記指紋センサを用いた指紋の認識を行う、前記（１）から（６）のいず
れか１項に記載の情報処理装置。
（８）
　前記処理部は、前記気圧センサが検知する気圧の変化に応じてアプリケーション内での
操作を変える、前記（１）から（７）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（９）
　前記処理部は、前記気圧センサが検知する気圧の変化の大きさに基づいて入力される文
字を変える、前記（１）から（８）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１０）
　前記処理部は、前記気圧センサが検出する気圧の変化に基づくユーザからの押圧を機械
学習を用いて認識する、前記（１）から（９）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
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【符号の説明】
【００７２】
　１００　　携帯端末
　１０２　　ハウジング
　１０２ａ　　前面部
　１０２ｂ　　上面部
　１０２ｃ、１０２ｄ　　側面部
　１０２ｅ　　下面部
　１０２ｆ　　背面部
　１０４　　近接センサ
　１０６　　インカメラ
　１０８　　スピーカ
　１１０　　ハードキー
　１１２　　ディスプレイ
　１１４　　指紋センサ
　１１６　　アウトカメラ
　１１８　　気圧センサ
　１２０　　回路基板
　１２２　　透明パネル
　１２４　　気体流出入部
　１２６　　マイクロフォン
　１２８　　処理部
　１３０　　タッチパネル
　１３２　　通信部
　１３４　　バッテリ
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